
○雲仙市ホームページ広告掲載取扱要領 

平成２０年２月２９日 

告示第１４号 

改正 平成２１年４月２３日告示第８７号 

平成２３年４月１８日告示第１３２号 

平成２６年１２月２６日告示第９５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、雲仙市広告事業実施要綱（平成２０年雲仙市告示第１２号。以下「要

綱」という。）第２３条の規定に基づき、雲仙市ホームページへの有料広告の掲載に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） ホームページ 雲仙市が管理するホームページをいう。 

（２） バナー広告 市ホームページ内に広告の画像を掲載し、広告主の指定するホー

ムページにリンクするインターネット広告をいう。 

（３） ピクセル デジタル画像を構成する単位をいう。 

（４） アニメーション デジタル画像形式GIFの一つで、一つのファイルの中に複数の

GIF画像を保存し、それらを順に表示していく動画表現をいう。 

（５） キロバイト コンピューターが扱う情報量の単位をいう。 

（広告物の掲載位置等） 

第３条 広告物の掲載位置は、ホームページの市が指定する位置とし、掲載枠数は、六枠

以内とする。 

（広告物の規格） 

第４条 掲載する広告物は、バナー広告とし、広告物の一枠あたり規格は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規格とする。 

（１） 大きさ 縦６０ピクセル×横１６０ピクセル 

（２） データ形式 GIF（アニメーション可）・JPEG 

（３） データ容量 １００キロバイト以下 

（広告掲載の期間） 

第５条 広告掲載の期間は、月の初日から当該月の末日までの１箇月を単位とし、広告主

が希望する月数とする。ただし、連続して掲載する最長の期間は２４箇月とする。 

（広告掲載料） 

第６条 広告の一枠あたり広告掲載料は、月額１０，５００円とする。 

２ 要綱第８条第３項に規定する追加枠の広告掲載料は、前項に定める額の半額とする。 

（広告掲載料の減額） 

第７条 市長は、広告主又は広告内容が次の表に定める減額条件を満たす場合は、同表に

定める減額率により掲載料を減額することができる。ただし、複数の減額条件を満たす

場合は、それぞれの減額率のうち最も大きいものを適用するものとする。 



減額条件 減額率（％） 

広告主が市内に主たる事業所等を有する場合 20 

広告主が6箇月連続して広告を掲載する場合（ただし、申請時に

確定している場合に限る。） 

10 

広告主が12箇月連続して広告を掲載する場合（ただし、申請時に

確定している場合に限る。） 

20 

（広告物の提出） 

第８条 提出する広告物は、電磁的記録及びそれを印刷したものとする。 

（一時停止による広告掲載料の還付） 

第９条 既に納入された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理

由により広告の掲載を、連続して４日以上一時停止したときは、納付済みの広告掲載料

を一時停止した日数に応じ、当該広告主に還付する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料は、納付済の広告掲載料を３０で除した額に一

時停止した日数の合計を乗じて得た額とし、円未満は切り捨てる。 

３ 前項の規定により還付する広告掲載料は利子を付さない。 

附 則 

この告示は、平成２０年３月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月２３日告示第８７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１８日告示第１３２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２６日告示第９５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、平成２７

年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に掲載申込があり、かつ、同日以後から新たに掲載する場合の

広告については、この告示による改正後の雲仙市広報紙広告掲載取扱要領、雲仙市ホー

ムページ広告掲載取扱要領及び雲仙市公用車広告掲載取扱要領の規定を適用する。 

 


